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  令和８年３月２３日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第１３号 

通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

通勤手当の支給に関する規則（昭和３４年鳥取市規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

第８条第１項中「第８条の３第２号」を「第８条の４第２号」に改める。 

第８条の３を第８条の４とし、第８条の２を第８条の３とし、第８条の次に次の１

条を加える。 

（自動車等使用者の支給額） 

第８条の２ 条例第９条第２項第２号に規定する市規則で定める額は、次表に定める

額とする。 

自動車等の片道の使用距離 月額 

５キロメートル未満 ２，０００円 

５キロメートル以上１０キロメートル未満 ４，２００円 

１０キロメートル以上１５キロメートル未満 ７，３００円 

１５キロメートル以上２０キロメートル未満 １０，４００円 

２０キロメートル以上２５キロメートル未満 １３，５００円 

２５キロメートル以上３０キロメートル未満 １６，６００円 

３０キロメートル以上３５キロメートル未満 １９，７００円 

３５キロメートル以上４０キロメートル未満 ２２，８００円 



４０キロメートル以上４５キロメートル未満 ２５，９００円 

４５キロメートル以上５０キロメートル未満 ２９，１００円 

５０キロメートル以上５５キロメートル未満 ３２，３００円 

５５キロメートル以上６０キロメートル未満 ３５，５００円 

６０キロメートル以上６５キロメートル未満 

６５キロメートル以上７０キロメートル未満  

７０キロメートル以上７５キロメートル未満 

７５キロメートル以上８０キロメートル未満 

８０キロメートル以上８５キロメートル未満 

８５キロメートル以上９０キロメートル未満 

９０キロメートル以上９５キロメートル未満 

９５キロメートル以上１００キロメートル未満 

１００キロメートル以上 

３８，７００円 

４２，２００円 

４５，７００円 

４９，２００円 

５２，７００円 

５６，２００円 

５９，６００円 

６３，０００円 

６６，４００円 

第１６条第１項第２号中「この項」を「この条」に改め、同条２項第２号ア中「当

該事由」を「前項第１号に掲げる事由」に、「発生等」を「発生」に、「直前の住居」

を「直前の住居又は同項第２号に規定する配偶者の住居」に改める。 

第１６条の２第４項中「第８条の３第３号」を「第８条の４第３号」に、「第８条の

３第２号」を「第８条の４第２号」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


